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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１１月２６日 ０４時００分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港第３区 

 博多港西防波堤南灯台から真方位３００°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３６.７′ 東経１３０°２２.２′） 

事故調査の経過 平成２４年１１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 大福
だいふく

丸、１３トン 

ＦＯ２－６４７６（漁船登録番号）、個人所有 

１６.１０ｍ（Lr）×３.６８ｍ×１.３７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５８８.４kＷ、平成１１年１１月４日 

第２９０－５４１６７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 正徳
しょうとく

丸、４.６トン 

ＦＯ３－３１１２５（漁船登録番号）、個人所有 

１１.３０ｍ（Lr）×２.４９ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１６９.０kＷ、昭和６０年１１月２１日 

第２９０－６２２７２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年１月１３日 

    免許証交付日 平成２３年１１月２２日 

           （平成２８年１２月１８日まで有効）     

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年３月２９日 

    免許証交付日 平成２２年１月８日 

           （平成２７年１月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部及び右舷船底部にＦＲＰ剝離、船底全般に擦過傷、右

舷ビルジキールの脱落、プロペラ翼に欠損及び曲損、シューピー
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ス及び舵軸に曲損 

Ｂ 左舷中央部及び右舷船尾部ブルワークに欠損、操舵室が半壊（全

損処理） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び同僚の漁業者が乗り組み、法定灯火を表示し、

福岡市小呂島
おろのしま

に向け、福岡市博多漁港及び博多港西防波堤の内側（東

側）を約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行し

た。 

船長Ａは、小雨が降って視界が悪いので、ふだんの出入港時には

０.７５～１.５海里（Ｍ）レンジとするレーダーを３Ｍレンジとし、

遠方から接近する船舶を把握しようと思い、時折、画面に視線を向け

たが、画面には雨雲と思われる映像が映るので、主に目視で見張りを

行い、博多港西防波堤南端とその南方にある博多港西公園下防波堤北

端との間の水路（以下「防波堤入口」という。）に向首した後、約２

２knに増速して西北西進した。 

船長Ａは、増速してから約１分後、船首方約１０ｍにＢ船の紅灯を

認めたので、直ちに機関を停止して右舵を取ったが、平成２４年１１

月２６日０４時００分ごろ、博多港西防波堤南灯台から真方位３０

０°８００ｍ付近において、Ａ船船首部がＢ船左舷船体中央部付近に

衝突し、Ａ船はＢ船を乗り切った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、博多港西防

波堤西方を防波堤入口の南側に向けて約１１kn の速力で東南東進

中、船長Ｂは、臨海部の灯りで船舶の灯火が見えにくいことが多いの

で、１.５Ｍレンジにしたレーダー画面を数度見たが、接近して来る

船舶らしき映像を認めなかったので、前方に視線を向けたところ、船

首方に白灯を認め、Ａ船が接近して来たことを知った。 

船長Ｂは、Ａ船を避けようとし、針路を右に２回、それぞれ約１

０°転じたが、Ａ船の舷灯が見えず、Ａ船の動静が不明のうち、Ａ船

が至近に迫ったので、大きく右舵を取り、増速して避けようと思い、

スロットルレバーに手をかけた直後、Ｂ船の左舷中央部とＡ船の船首

部とが衝突し、船長Ｂは操舵室右舷側に飛ばされて意識を失い、Ｂ船

は、機関が前進の状態であり、衝突場所付近において、低速で右旋回

を始めた。 

船長Ａは、停止した機関を起動しようとしたが、異音がしたので、

自力航行できないと思い、本事故発生場所をＧＰＳプロッターに入力

し、無線電話で僚船に事故の発生及び救援の依頼の連絡を行い、僚船

が来援してＢ船に横着けした後、Ｂ船の機関を止めて停船させるとと

もに、船長Ｂの救助を行った。 

船長Ｂは、僚船により、博多漁港まで運ばれ、待機していた救急車

に引き継がれて病院に搬送され、全身打撲、顔面、左第三指及び第四

指の挫創並びに脳しんとうとの診断を受けたが、後日、転院先の病院
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で眼窩内側壁
がんかないそくへき

骨折及び左肩胛骨
けんこうこつ

骨折の診断を受け、平成２４年末まで

入院した。 

Ａ船及びＢ船は、それぞれ僚船によって福岡市唐泊漁港にえい
．．

航さ

れ、損傷状況調査のために上架された。 

（写真１ Ａ船の損傷状況（プロペラ翼、シューピースの状況）、写

真２ Ｂ船の損傷状況（操舵室及び船体中央部付近）、付図１ 事

故発生経過概略図、付図２ 衝突状況イメージ図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 南、風力 ２、視界 不良 

海象：海上 平穏 

本事故発生当時には、福岡地方に雷、強風及び波浪の各注意報が発

表されていた。 

 その他の事項 

 

Ａ船には、同僚の漁業者が乗船中であったが、後片付け作業を行っ

ており、見張りを行っていなかった。 

Ａ船は、船首浮上を抑制するための翼が船尾両舷に備わっており、

また、前部甲板には漁具等の積載もしていなかったので、操舵室から

の見張りに支障となる死角（視界が制限される状態）はなかった。 

Ｂ船は、速力を約１２kn 以上にすれば、船首浮上による死角が生

じるが、本事故時は約１１knであり、死角はなかった。 

海図Ｗ１２２７によれば、防波堤入口の幅は約１３０ｍである。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、博多港第３区を西北西進中、レーダー画面では生じた雨雲

の映像により、船舶の映像の識別が困難な状況であり、降雨で視界が

悪かったものの、船長Ａが、主に目視で見張りを行っていたことか

ら、船首方約１０ｍに接近してＢ船の紅灯を認めＢ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、博多港第３区を東南東進中、船長Ｂが、船首方から接近す

るＡ船の白灯を認めて針路を右に約２０°転じたものの、Ａ船の動静

把握ができなかったことから、Ａ船が至近に迫り、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、博多港第３区において、降雨で視界が悪い状況

下、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が東南東進中、船長Ａが、レーダー画面

では生じた雨雲により、船舶の映像の識別が困難な状況であり、主に

目視で見張りを行っており、また、船長Ｂが、船首方から接近するＡ

船の白灯を認めて針路を右に約２０°転じたものの、Ａ船の動静把握

ができなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・降雨等で目視やレーダーによる状況把握が困難な場合は、他船を

発見したとき、避航措置等を講じる余裕を得られるよう、減速し

て航行すること。 

・視界不良時には、乗船している海技従事者等に見張りの助力を得

ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況（プロペラ翼、シューピースの状況） 

 
 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況（操舵室及び船体中央部付近） 

 

 

 



- 5 - 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 
 

 

付図２ 衝突状況イメージ図 

 

 

白地部分は損傷した箇所 


